
令和６年度（2024年度）共同企業体の資格審査事務の取扱いについて 
 

石狩振興局総務課 
　　 

　石狩振興局が発注する農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事及び舗装・建築・電気部
門（産業振興部発注工事に係るもの）に係る経常建設共同企業体の競争入札参加資格申請書の
受付を次のとおり行いますので、お知らせします。 
　 

記 
 

１ 申請及び資格決定の時期について 
　　(1) 提出書類（各１部） 
　　　　・競争入札参加資格審査申請書（別記第２号様式） 
　　　　・共同企業体協定書（別記第６号様式） 
　　　　・年間委任状 
 
　　(2) 受付場所 
        石狩振興局総務課  主査（事業管理） 　TEL  011-204-5811 
       ※事前に電話予約をお願いします。 
       ※当該企業体が履行を希望する登録機関に申請してください。 
 
    (3) 石狩振興局の受付締切日及び資格決定月日 
 提出期限 資格決定通知日 備　　　考

  令和６年(2024年）
  ３月　６日（水）  ３月１５日（金）
  ３月１３日（水）  ３月２２日（金）
  ３月１９日（火）  ３月２９日（金）
  ３月２７日（水）  ４月　５日（金） 
  ４月１０日（水）  ４月１９日（金）
 ５月～１２月まで ５月～１２月まで 閉庁日の場合は、その前日が提出期限又は通
    毎月　８日    毎月２０日 知日になります。

 令和７年 (2025年)
 １月１５日（水）  １月２４日（金）
 １月２２日（水）  １月３１日（金）
 １月２９日（水）  ２月　７日（金）
 ２月　５日（水）  ２月１４日（金）
令和７年３月 令和６年度の受付は行いません。

　　※資格決定予定日は、農業・水産・森林土木工事のものです。舗装・建築・電気部門につ
　　　いては異なる場合がありますので、必要な際は別途お問い合わせください。 
 
２ 結成回数 
　　一つの企業が登録機関ごとに登録することができる回数は、資格の種類ごとに１回とします。
　　（「建設工事共同企業体運用基準について」（平成13年3月22日付け　建情第2289号）参照） 
 
 
３ 令和５年度(2023年度)から継続する経常建設共同企業体 
　　令和５年度(2023年度)の結成時に２年間の継続を予定して結成された経常建設共同企業体
　の場合、前年度の結成状況について、協定書の写しを提出してください。 
 
４ その他 
    令和６年度(2024年度)の経常建設共同企業体の資格審査は、各構成員が令和５・６年度競
　争入札参加資格審査申請において提出した経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）

 　により行います。
 

 ５ 草地整備工事における経常建設共同企業体
   既に結成されている経常建設共同企業体の構成員が、新たに異なる経常建設共同企業体を 
 結成する場合において、先に結成した経常建設共同企業体とその営業地域は重複できません 
 が、農業土木工事の経常企業体の構成員と草地整備工事の経常企業体の構成員が重複する場 

  合は、この限りではありません。
 
 
 



６ 水産林務部建設工事共同企業体の運用方針について(平成13年3月22日水林総第3060号関　
   係) 
 
　１）対象工事について 
　　  　水産土木工事においては、Ｃ等級工事であっても工事予定価格2,000万円以上の工事
　　　については経常建設共同企業体を活用することが可能です。 
      　森林土木工事における経常建設共同企業体の活用においては、格付等級のうち最下
　　　位等級（Ｃ等級）を除いた工事とする。「建設工事共同企業体の活用方針について」（平
　　　成13年3月22日付け建情第2290号農政部長、水産林務部長、建設部長通達） 
　　　　 
　　２）経常企業体の構成について 
　　　　　水産土木工事に係る共同企業体で二等級差企業（ＡとＢとＣ、ＡとＣなど）によ
　　　　り結成する場合については、水産林務部建設工事共同企業体の運用方針について(平
　　　　成13年3月22日水林総第3060号関係)に定める次の書類が添付してください。（Ｃ級資
　　　　格級資格者分のみ） 
　　　　・過去５カ年間の工事施工実績 
　　　　・工事施工成績評定書（前年度） 

 　　　　・技術者の保有状況  


